
兼
松

(

男
女
差
別)

事
件
・
東
京
高
裁
判
決

(

平
二
〇
・
一
・
三
一

労
判
九
五
九
号
八
五
頁)

【
事
実
の
概
要
】

Ｙ
は
、
明
治
二
二
年
創
業
の
総
合
商
社
で
、
従
業
員
数
六
〇
八
名
、

神
戸

(

本
店)

・
東
京

(

本
社)

の
ほ
か
国
内
七
箇
所
・
海
外
四
〇
箇

所
の
法
人
・
事
務
所
を
擁
し
て
い
る
。
Ｙ
の
元
従
業
員
で
あ
る
Ｘ
ら
六

名

(

Ｘ１

〜
Ｘ６)

は
、
い
ず
れ
も
女
性
の
事
務
職
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
昭

和
三
二
年
か
ら
昭
和
五
七
年
に
か
け
て
Ｙ
あ
る
い
は
昭
和
四
二
年
に
Ｙ

と
合
併
す
る
前
の
Ａ
に
入
社
し
た
。

Ｘ１

は
、
入
社
以
来
営
業
部
門
・
職
能
部
門
で
職
務
を
行
っ
た
後
、
運

輸
部
に
お
い
て
退
職
ま
で
長
く
勤
務
し
た
。
同
部
で
は
、
そ
の
専
門
知

識
と
経
験
を
生
か
し
て
、
通
関
関
係
手
続
き
事
務
、
期
末
在
庫
照
合
業

務
、
代
金
支
払
時
の
数
量
査
照
な
ど
、
か
な
り
専
門
性
が
必
要
な
仕
事

を
担
当
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
代
金
支
払
時
の
数
量
査
照
で
は
、
課
長

や
一
般
職
と
は
別
に
、
Ｘ１

は
査
照
印
を
所
持
し
て
独
立
に
仕
事
を
行
っ

て
い
た
。
Ｘ３

の
仕
事
は
、
履
行
業
務
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
単
独
で
の

業
務
を
担
当
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ク
レ
ー
ム
に
対
し
て
英
文
テ
レ
ッ
ク

ス
を
送
る
な
ど
、
業
務
の
遂
行
過
程
で
は
英
語
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
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一
審

(

東
京
地
判
平
一
五
・
一
一
・
五
労
判
八
六
七
号
一
九
頁)

は
、

在
職
中
の
Ｘ
ら
の

｢

地
位
に
現
存
す
る
不
安
定
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
地
位
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
有
効
・
適
切
で
あ
る｣

と
し
て
①
の

請
求
に
つ
い
て
の
確
認
の
利
益
を
認
め
た
。
し
か
し
、｢

男
女
の
性
に
よ

る
違
い
を
前
提
に
男
女
を
コ
ー
ス
別
に
採
用｣

し
た
こ
と
を
認
定
し
つ

つ
、
採
用
当
時
の
状
況
下
で
は

｢

そ
れ
が
直
ち
に
不
合
理
で
あ
る
と
は

い
え
ず
、
公
序
に
反
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え｣

ず
、
そ
の
後
に
導
入

さ
れ
た

｢

旧
転
換
制
度
の
存
在
に
よ
り
配
置
に
お
け
る
男
女
の
違
い
が

正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

[

が]

、
旧
均
等
法
は
、
…
男

女
で
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
を
努
力
義
務
に
止
め
て
い
る
の
で

あ
り
…
男
女
の
コ
ー
ス
別
の
処
遇
が
公
序
に
反
し
て
違
法
で
あ
る
と
ま

で
い
う
こ
と
は
で
き｣

ず
、
改
正
均
等
法
施
行
後
の

｢

新
転
換
制
度
は
、

職
掌
間
の
転
換
を
可
能
な
も
の
と
す
る
合
理
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
え

る
か
ら
、
Ｘ
ら
主
張
の
よ
う
に
、
Ｙ
の
賃
金
体
系
が
民
法
九
〇
条
の
公

序
に
反
す
る
違
法
な
女
性
差
別
で
あ
る
と
は
い
え
な
い｣

と
判
示
し
、

Ｘ
ら
の
①
②
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
が
控
訴
し

た
の
が
本
件
で
あ
る
。

【
判
旨
】
一
部
認
容
、
一
部
却
下
、
一
部
棄
却

一

確
認
の
利
益

｢

職
掌
の
再
編
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、[

Ｘ４

、
Ｘ５]

が
原
審

以
来
求
め
て
い
る

『

Ｙ
の
給
与
規
定
に
基
づ
く
一
般
職
標
準
本
俸
表』

は
、
現
在
既
に
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る｣

か
ら
、｢

現
在
既
に
存
在
し

な
い
地
位
に
つ
い
て
雇
用
関
係
上
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め

る
訴
え
は
、
確
認
の
利
益
を
欠
く
も
の
で
、
不
適
法
で
あ
る
。
原
判
決

中
、
こ
の
訴
え
に
つ
い
て
本
案
判
断
を
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
部
分
を

取
消
し
、
こ
の
請
求
に
関
す
る
訴
え
を
却
下
す
べ
き
も
の
で
あ
る｣

。

二

差
別
の
有
無
及
び
違
法
性

(

１)

賃
金
格
差
の
有
無

｢

Ｘ
ら
の
請
求
す
る
期
間
中
、
Ｙ
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
男

性
従
業
員

(

一
般
職)

に
適
用
さ
れ
る
賃
金
体
系
と
す
べ
て
女
性
で
あ

る
従
業
員

(

事
務
職)

に
適
用
さ
れ
る
賃
金
体
系
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

両
者
の
間
に
は
相
当
な
格
差
が
あ
る｣

。
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Ｘ４

は
、
統
括
室
に
お
い
て
、
定
型
的
な
仕
事
の
ほ
か
に
、
一
定
以
上
の

裁
量
の
あ
る
仕
事
を
担
当
し
て
き
た
。
Ｘ５

は
、
鉄
鋼
部
門
の
履
行
業
務

を
担
当
し
て
き
て
お
り
、
定
型
的
な
要
素
が
比
較
的
強
い
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
単
価
が
非
常
に
高
い
た
め
ミ
ス
が
莫
大
な
損
失
と
な
る

た
め
細
心
な
注
意
力
が
要
求
さ
れ
、
適
切
な
処
理
の
た
め
に
は
商
品
・

製
造
工
程
に
対
す
る
十
分
な
知
識
の
ほ
か
、
英
語
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。

Ｘ２

は
、
Ａ
に
入
社
し
て
以
来
、
紙
関
係
の
営
業
部
門
に
長
く
勤
務
し
、

そ
の
後
平
成
四
年
か
ら
退
職
ま
で
物
資
本
部
な
ど
で
勤
務
し
た
。
紙
業

課
に
お
い
て
Ｘ２

が
担
当
し
た
業
務
は
、
一
定
の
範
囲
内
で
の
成
約
業
務

も
あ
っ
た
が
、
主
に
履
行
業
務
で
あ
っ
た
。
平
成
四
年
以
降
に
担
当
し

た
の
は
、
秘
書
業
務
、
定
時
的
業
務
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
習
熟

を
要
す
る
と
し
て
も
、
と
く
に
専
門
性
が
要
求
さ
れ
る
職
務
で
は
な
く
、

庶
務
的
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
Ｘ６

は
、
昭
和
五
七
年
の
入
社
以
来
、
畜
産

部
に
勤
務
し
て
お
り
、
平
成
八
年
の
退
職
前
の
業
務
内
容
は
、
冷
凍
肉

の
輸
入
及
び
国
内
取
引
で
あ
っ
た
。
国
内
取
引
は
量
が
少
な
く
予
め
値

段
が
決
ま
っ
て
お
り
、
海
外
と
の
契
約
締
結
交
渉
に
つ
い
て
も
一
般
職

が
担
当
し
て
い
た
。

合
併
前
の
Ｙ
と
Ａ
は
、
男
性
と
女
性
で
異
な
っ
た
賃
金
体
系
を
採
用

し
て
お
り
、
男
性
の
ほ
う
が
年
数
と
と
も
に
高
く
な
る
体
系
で
あ
っ
た
。

Ｙ
と
Ａ
が
合
併
し
た
後
の
賃
金
体
系
も
、
賃
金
が
高
い
体
系
の
ほ
と
ん

ど
が
男
性
社
員
、
低
い
ほ
う
の
体
系
の
全
て
が
女
性
社
員
で
あ
っ
た
。

Ｙ
は
昭
和
六
〇
年
一
月
に
人
事
制
度
を
改
め
、
職
掌
別
人
事
制
度
を
導

入
し
た
。
同
制
度
は
、
管
理
職
、
一
般
職
、
事
務
職
な
ど
か
ら
構
成
さ

れ
、
従
前
の
高
い
方
の
体
系
は
管
理
職
・
一
般
職
に
、
低
い
ほ
う
の
体

系
は
事
務
職
と
な
っ
た
。
事
務
職
か
ら
一
般
職
へ
の
職
種
転
換
制
度
も

設
け
ら
れ
た
が
、
能
力
・
実
績
優
秀
と
の
認
定
、
一
般
三
級
研
修
必
修

科
目
修
了
、
転
換
試
験
の
合
格
、
本
部
長
の
推
薦
、
と
い
っ
た
厳
し
い

要
件
が
必
要
で
あ
っ
た

(

旧
転
換
制
度)

。
平
成
九
年
に
は
職
掌
別
人
事

制
度
が
改
正
さ
れ
、
総
合
職
掌
、
特
定
総
合
職
掌
、
一
般
職
掌
、
事
務

職
掌
な
ど
に
変
更
と
な
り
、
職
掌
と
職
務
等
級
ご
と
に
基
本
給
テ
ー
ブ

ル
が
用
意
さ
れ
た
。
同
時
に
、
事
務
職
掌
か
ら
一
般
職
掌
へ
の
職
種
転

換
制
度
に
つ
い
て
は
、
能
力
・
実
績
要
件
及
び
部
長
推
薦
が
不
要
と
な
っ

た

(

新
転
換
制
度)

。
ま
た
、
五
五
歳
に
達
し
た
社
員
の
調
整
給
と
付
加

給
を
廃
止
し
た
。

Ｘ
ら
は
、
�
一
般
男
性
社
員
と
の
間
の
賃
金
格
差
は
、
違
法
な
男
女

差
別
に
よ
る
も
の
で
、
�
五
五
歳
以
降
に
行
わ
れ
た
各
賃
金
引
下
げ
は

違
法
な
年
齢
及
び
男
女
差
別
で
あ
り
、
�
各
賃
下
げ
を
認
め
た
労
働
協

約
は
労
働
協
約
締
結
権
の
濫
用
に
あ
た
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
①
一

般
職
標
準
本
俸
表
の
適
用
を
受
け
る
雇
用
関
係
上
の
地
位
確
認
、
②
差

額
賃
金
等
の
損
害
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。
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程
度
、
Ｘ
ら
女
性
社
員
が
Ｙ
に
お
い
て
実
際
に
行
っ
た
仕
事
の
内
容
、

専
門
性
の
程
度
、
そ
の
成
果
、
男
女
間
の
賃
金
格
差
を
規
制
す
る
法
律

の
状
況
、
一
般
企
業
・
国
民
間
に
お
け
る
男
女
差
別
、
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
の
変
化
な
ど
、

様
々
な
諸
要
素
を
総
合
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
以
下
、
時
期
を
区
分
し
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。｣

a.

昭
和
五
九
年
一
二
月
ま
で

｢

Ｙ
は
、
Ｘ
ら
の
入
社
当
時
、
男
女
を
コ
ー
ス
別
に
採
用
、
処
遇
し
て

い
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
採
用
、
処
遇
の
仕
方
は
、
性
に
よ
っ
て
採

用
、
処
遇
を
異
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
下
の
平
等
を

定
め
、
性
に
よ
る
差
別
を
禁
止
し
た
憲
法
一
四
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
憲
法
一
四
条
は
、
私
人
相
互
の
関
係
を
直
接
規
律
す
る

こ
と
を
予
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
規
定
の

よ
う
な
私
的
自
治
に
対
す
る
一
般
的
制
限
規
定
の
適
用
を
介
し
て
間
接

的
に
適
用
が
あ
る
に
止
ま
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
こ
ろ
、
性

に
よ
る
差
別
待
遇
の
禁
止
は
、
民
法
九
〇
条
の
公
序
を
な
し
て
い
る
と

解
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
差
別
が
合
理
的
根
拠
の
な
い
不
合
理
な
も
の
で

あ
っ
て
公
序
に
反
す
る
場
合
に
違
法
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

労

働
基
準
法
三
条
は
募
集
、
採
用
に
関
す
る
条
件
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す

る
し
、
労
働
基
準
法
四
条
は
、
性
に
よ
る
賃
金
差
別
を
禁
止
し
て
い
る

に
止
ま
り
、
採
用
、
配
置
、
昇
進
な
ど
に
よ
る
違
い
は
同
条
に
直
接
違

反
し
な
い
。
そ
こ
で
、
賃
金
格
差
に
関
し
、
公
序
良
俗
違
反
、
不
法
行

為
の
成
否
の
問
題
と
し
て
別
途
判
断
す
べ
き
で
あ
る
が
、｢

Ｘ
ら
が
入
社

し
た
当
時
に
お
い
て
は
、
募
集
、
採
用
、
配
置
、
昇
進
に
つ
い
て
の
男

女
の
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
る
法
律
は

も
と
よ
り
、
使
用
者
の
努
力
義
務
と
す
る
旧
均
等
法
の
よ
う
な
法
律
す

ら
も
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。｣

｢

企
業
に
は
、
労
働
者
の
採
用
に
つ
い

て
広
範
な
採
用
の
自
由
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
…
営
業
部
門
に
お

け
る
成
約
業
務
を
中
心
と
す
る
比
較
的
処
理
の
困
難
度
の
高
い
と
考
え

ら
れ
た
業
務
を
一
般
に
勤
続
期
間
が
長
く
業
務
上
の
知
識
、
経
験
を
蓄

積
す
る
こ
と
の
期
待
で
き
る
男
性
に
、
比
較
的
処
理
の
困
難
度
の
低
い

と
考
え
ら
れ
た
そ
れ
以
外
の
業
務

(

履
行
業
務
、
庶
務
事
務)

を
一
般

に
勤
続
期
間
の
極
め
て
短
い
女
性
に
担
当
さ
せ
、
従
業
員
の
募
集
、
採

用
に
つ
い
て
男
女
に
均
等
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
当
時

の
Ｙ
以
外
の
民
間
企
業
、
同
業
他
社
に
お
い
て
、
Ｙ
の
よ
う
な
男
女
の

コ
ー
ス
別
の
採
用
、
処
遇
は
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
公
知
な
事
実
で
あ
る
。｣

｢

昭
和
五
九
年
一
二
月
ま
で
の
間
、
…
Ｙ
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(

２)

格
差
が
生
じ
た
理
由

｢
Ｘ
ら
は
、
こ
の
格
差
は
女
性
差
別
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る

の
に
対
し
、
Ｙ
は
、
従
事
す
る
業
務
の
差
異
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主

張
す
る
と
こ
ろ
、
…
勤
続
期
間
が
近
似
す
る
と
推
認
さ
れ
る
同
年
齢
の

男
女
の
社
員
間
、
あ
る
い
は
、
職
務
内
容
や
困
難
度
に
同
質
性
が
あ
り
、

一
方
の
職
務
を
他
方
が
引
き
継
ぐ
こ
と
が
相
互
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る

男
女
の
社
員
間
に
お
い
て
賃
金
に
つ
い
て
相
当
な
格
差
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
格
差
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、
性
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
以
下
、
ま
ず
こ
の
格
差
が
生
じ
た
理
由
に
つ

い
て
検
討
す
る
。｣

男
性
に
高
い
賃
金
体
系
が
設
定
さ
れ
た

｢

背
景
に
は
、
当
時
、
女
性

の
勤
続
年
数
が
一
般
的
に
短
期
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
関
連
し

て
、
民
間
企
業
に
お
い
て
女
性
は
一
般
的
に
補
助
的
な
業
務
を
担
当
す

る
こ
と
が
多
く
、
民
間
企
業
も
、
女
性
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
役
割

し
か
期
待
し
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
、
合
併
前

の
Ｙ
及
び
Ａ
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る｣

。｢

合
併
後
の
Ｙ
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
男
女
間
の
職
務
分
担

に
関
す
る
考
え
方
に
変
化
は
な
く
、
男
女
別
の
採
用
、
処
遇
が
続
き
、

成
約
事
務
を
重
視
す
る
企
業
風
土
、
労
働
組
合
の
Ｙ
に
対
す
る
賃
金
増

額
の
要
求
に
お
い
て
男
性
重
視
の
方
針
が
と
ら
れ
た
こ
と
…
な
ど
も
手

伝
っ
て
、
男
女
間
の
賃
金
格
差
は
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。｣

｢

Ｙ
は
、
営
業
部
門
に
お
け
る
成
約
業
務
を
中
心
と
す
る
比
較
的
処
理

の
困
難
度
の
高
い
と
考
え
た
業
務
を
一
般
職

(

男
性)

に
、
比
較
的
処

理
の
困
難
度
の
低
い
と
考
え
た
そ
れ
以
外
の
業
務

(

履
行
業
務
、
庶
務

事
務)

を
事
務
職

(

女
性)

に
、
従
前

(

合
併
前
も
含
む)

そ
れ
ぞ
れ

主
に
従
事
さ
せ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
女
性
の
勤
続
年
数
の
長
期
化
・

高
学
歴
化
、
そ
れ
ら
に
伴
う
女
性
の
能
力
向
上
、
職
務
の
多
様
化
、
専

門
化
、
Ｏ
Ａ
化
な
ど
か
ら
、
次
第
に
両
者
の
境
目
が
明
ら
か
で
は
な
く

な
り
、
そ
の
一
部
が
重
な
り
合
っ
て
い
た
り
、
女
性
が
成
約
業
務
の
分

野
で
活
躍
す
る
こ
と
が
以
前
よ
り
目
立
っ
て
多
く
な
っ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。｣

｢

以
上
の
よ
う
な
変
化
を
踏
ま
え
る
と
…
両
者
の
差
異
は
相
対

的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

他
方
で
、
少
な
く
と
も
勤
務
地
に
つ

い
て
は
、
男
女
を
区
別
し
て
い
る
と
い
え
、
一
般
職
と
事
務
職
で
は
転

居
を
伴
う
勤
務
地
の
異
動

(

海
外
勤
務
も
含
む)

に
差
異
が
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

３)
賃
金
格
差
の
合
理
性
の
有
無

｢

格
差
の
合
理
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
男
女
間
の
賃
金
格
差
の
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国
民
間
に
お
い
て
か
な
り
変
化
し
て
き
て
い
た
こ
と
が
十
分
に
推
認
で

き
る
。｣

更
に
、
平
成
九
年
に
改
正
均
等
法
が
成
立
し
、
平
成
一
一
年
四

月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、｢

Ｙ
が
行
っ
た
新
人
事
制
度
の
導

入
は
、
上
記
法
律
改
正
の
作
業
の
経
過
も
意
識
し
た
上
で
行
わ
れ
た
も

の
と
推
認
で
き
る
。｣

｢

新
人
事
制
度
が
導
入
さ
れ
た
平
成
九
年
四
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て
、

[

Ｘ３

、
Ｘ４

、
Ｘ５]

の
関
係
で
は
…
大
き
な

[

賃
金]

格
差
が
あ
っ
た
こ

と
に
合
理
的
な
理
由
は
認
め
ら
れ
ず
、
性
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
と
推
認
さ
れ
、
…
男
女
の
性
の
違
い
に
よ
っ
て
賃
金
を
差
別
す
る
こ

の
よ
う
な
状
態
を
形
成
、
維
持
し
た
Ｙ
の
措
置
は
、
労
働
基
準
法
四
条
、

不
法
行
為
の
違
法
性
判
断
の
基
準
と
す
べ
き
雇
用
関
係
に
つ
い
て
の
私

法
秩
序
に
反
す
る
違
法
な
行
為
で
あ｣

る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ２

と
の
関

係
で
は
、
前
記
の
理
由
か
ら
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

旧
転
換
制
度
に
比
べ
る
と
、
新
転
換
制
度
は
改
良
さ
れ
た
点
は
あ
る

が
、
合
理
性
は
大
い
に
疑
問
で
あ
り
、
上
記
判
断
に
影
響
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
。

三

差
額
賃
金
等

差
額
賃
金
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
の
各
認
定
期
間
に
お
け
る
三
〇

歳
の
社
員
の
平
均
値
と
、
Ｘ
ら
の
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
実
際
の
賃
金
と

の
差
額
を
存
在
と
し
て
的
確
に
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
Ｘ
ら
に

｢

差
額
相
当
の
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
の
で
、
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
の
精
神
に
鑑
み
、
前
記
認
定
の
各

事
実
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
、[

Ｘ１

、
Ｘ３

、
Ｘ４

、
Ｘ５]

に
つ
き
、
月

例
賃
金
及
び
夏
冬
の
一
時
金
を
併
せ
て
一
か
月
一
〇
万
円

(

年
額
一
二

〇
万
円)

の
限
度
の
損
害
額
を
認
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

Ｘ１

、
Ｘ３

の
退
職
金
の
算
出
の
際
に
も
、｢

不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
時
点

以
降
、
旧
一
般
一
級
と
同
様
と
評
価
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
相
当
で
あ

る
。｣四

慰
謝
料

Ｘ
ら
の
う
ち
四
名
は
、｢

Ｙ
が
行
っ
た
違
法
な
男
女
差
別
の
不
法
行
為

に
よ
り
精
神
的
な
苦
痛
を
被
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
…
精
神
的
な
損

害
に
つ
い
て
、
慰
謝
料
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。｣

そ
の
額
と
し
て
は
、

Ｘ１

が
一
二
〇
万
円
、
Ｘ３

が
一
八
〇
万
円
、
Ｘ４

が
一
八
〇
万
円
、
Ｘ５

が
一

四
〇
万
円
を
も
っ
て
相
当
と
認
め
る
。

コース別人事制度における性差別の立証と救済
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が
主
張
す
る
男
女
の
コ
ー
ス
別
の
採
用
、
処
遇
と
い
う
制
度
と
男
性
及

び
女
性
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
職
務
内
容
の
実
態
は
概
ね
合
致
し
て
い
た

も
の
と
推
察
で
き
る
。
他
方
、
上
記
期
間
の
う
ち
後
の
時
期

(

昭
和
五

〇
年
代
な
ど)
に
な
る
と
、
Ｙ
に
お
い
て
、
女
性
で
も
勤
続
期
間
が
長

く
、
経
験
を
積
み
専
門
的
知
識
を
身
に
つ
け
た
者
が
あ
る
程
度
出
て
く

る
よ
う
に
な
り
、
…
男
性
の
行
う
職
務
と
女
性
の
行
う
職
務
が
重
な
る

場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
Ｙ
の
人
事
担
当
者
も
認
識
し
て
い
た
…
が
、
昭

和
五
八
年
当
時
で
も
、
女
性
の
約
半
数
が
五
年
以
内
に
約
九
〇
パ
ー
セ

ン
ト
が
一
〇
年
以
内
に
退
職
し
て
い
る
と
い
う
実
情
…
に
照
ら
せ
ば
、
…

[

賃
金]

格
差
の
存
在
が
、
雇
用
関
係
に
つ
い
て
の
私
法
秩
序
や
公
の
秩

序
、
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
。｣

b.

昭
和
六
〇
年
一
月
以
降
平
成
九
年
三
月
ま
で

Ｙ
は
、
旧
均
等
法
の
成
立
を
予
期
し
て
職
掌
別
人
事
制
度
を
導
入
し

た
が
、
男
女
コ
ー
ス
別
の
処
遇
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
制
度
と
併
せ
て
導
入
さ
れ
た
旧
転
換
制
度
は
、
評
価
の
基
準
が
明
確

で
は
な
い
上
、
要
件
が
厳
し
く
転
換
後
の
格
付
け
も
低
い
も
の
で
あ
っ

た
。

｢

Ｘ
ら
が
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
期
間
の
始
期
と
す
る
平
成
四
年
四
月

一
日
の
時
点
に
お
い
て
、
…[

Ｘ１

、
Ｘ３

、
Ｘ４

ら
と]

職
務
内
容
や
困
難
度

を
截
然
と
区
別
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
同
質
性
が
あ
る
と
推
認
さ
れ

る
当
時
の｣

男
性
一
般
職
と
の
間
に
す
ら
賃
金
に
つ
い
て
の

｢

相
当
な

格
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
ず
、
性
の
違
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
上
記
三
名
の
Ｘ
ら
に
つ
い
て
男
女

の
差
に
よ
っ
て
賃
金
を
差
別
す
る
こ
の
よ
う
な
状
態
を
形
成
、
維
持
し

た
Ｙ
の
措
置
は
、
労
働
基
準
法
四
条
、
不
法
行
為
の
違
法
性
の
基
準
と

す
べ
き
雇
用
関
係
に
つ
い
て
の
私
法
秩
序
に
反
す
る
違
法
な
行
為
で
あ｣

る
。
ま
た
、
Ｘ５

の
関
係
で
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て

は
、
違
法
な
行
為
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ２

、
Ｘ６

の
関
係
で
は
、｢

従
事
す
る
職
務
の
際

[

マ
マ]

に
よ
る

合
理
的
な
理
由
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
…
賃
金
の
格
差
を
性
の
違
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

c.

平
成
九
年
四
月
以
降
今
日
ま
で

[

注：

こ
の
期
間
は
Ｘ２

〜
Ｘ５

が

在
職]

｢

男
女
間
の
配
置
、
昇
進
な
ど
を
規
制
す
る
法
律
自
体
は
、
平
成
九
年

四
月
の
時
点
で
昭
和
六
一
年
の
時
点
と
基
本
的
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
旧
均
等
法
の
施
行
か
ら
一
〇
年
以
上
の
長
い
期
間
が
経
過
し
、

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
差
別
の
撤
廃
の
必
要
性
、
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
が
、
一
般
企
業
・

判例研究

(名城 '09) 58－4－32



見
書
の
趣
旨
が
正
確
に
理
解
さ
れ
た
か
も
含
め
て

は
疑
問
で
あ
る

(

９)

。

本
件
の
よ
う
な
形
で
職
務
分
析
を
用
い
る
な
ら
ば
、
基
幹
的
な
仕
事
を

さ
せ
ず
に
定
型
業
務
に
塩
漬
け
に
し
て
お
け
ば
違
法
な
差
別
と
い
う
評

価
を
避
け
ら
れ
る
、
と
の
鋭
い
指
摘
も
あ
る
よ
う
に

(

�)

、
本
件
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
で
は
、
む
し
ろ
性
を
理
由
と
し
て
上
位
の
職
務
に
就
く
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
コ
ー
ス
制
度
の

｢

運
用｣

を
、｢

差
別｣

と
し
て
認
定

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
是
正
義
務
の
内
容
と
も
深

く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

(

２)

求
め
ら
れ
る
是
正
義
務

次
に
、
仮
に
コ
ー
ス
制
度
の
維
持
が

｢

差
別｣

で
あ
る
と
認
定
さ
れ

る
な
ら
ば
、
使
用
者
に
是
正
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
法
上

の
是
正
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
は

｢

硬
直
的
に
考
え
る
必
要
は
な
い｣

と
し
て
、｢

少
な
く
と
も
旧
均
等
法
で
努
力
義
務
規
定
が
設
け
ら
れ
た
以

降
は
、
公
序
に
も
と
づ
く
要
請
と
し
て
、
使
用
者
は
男
女
別
コ
ー
ス
制

で
採
用
さ
れ
た
女
性
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
是
正
措
置
を
真
剣
に
検
討

す
べ
き｣

で
あ
り
、
か
か
る
努
力
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
改
正
均
等

法
の
施
行
時
点
以
降
は
違
法
と
な
る
と
の
見
解
が
あ
る

(

�)

。
本
件
で
は
、

使
用
者
が
導
入
し
た
新
・
旧
転
換
制
度
に
つ
い
て
、
旧
転
換
制
度
は

｢

運
用
の
実
情
は
転
換
の
要
件
が
厳
し
く
、
転
換
後
の
格
付
け
も
低
い｣

も
の
で
、
新
転
換
制
度
も

｢

転
換
の
チ
ャ
ン
ス
が
広
い
制
度
と
は
到
底

認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
女
性
の
能
力
活
用
の
観
点
を
含
め
、
転
換
を
目

指
す
労
働
者
の
努
力
を
支
援
す
る
配
慮
を
し
た
制
度
と
も
到
底
認
め
ら

れ
な
い
。｣

と
し
て
、
い
ず
れ
も
合
理
性
を
否
定
し
て
い
る
。
単
に
コ
ー

ス
を
変
更
で
き
る
転
換
制
度
を
設
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
現
実

に
Ｘ
ら
が
転
換
で
き
る
こ
と
を
支
援
す
る
よ
う
な
制
度
で
な
け
れ
ば
、

使
用
者
が

｢

是
正
措
置｣

義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す

る
本
件
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三

違
法
性
の
時
期
区
分

形
式
的
な

｢

時
代
制
約
論｣

の
限
界

(

１)

時
代
制
約
論
の
形
成

こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
は
、
格
差
の
合
理
性
を
判
断
す
る
時
期
区
分
と

し
て
、
均
等
法
の
施
行
時
期
を
基
準
と
す
る
も
が
大
勢
で
あ
っ
た

(

表

二
を
参
照)

。
い
わ
ゆ
る

｢

時
代
制
約
論｣

と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
り
、

複
数
の
裁
判
例
が
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
を
際
立
た
せ
て
強
調
し

た
の
は
、
住
友
電
気
工
業
事
件

(

�)

で
あ
り
、｢

均
等
法
施
行
以
前
に
行
わ
れ

た
当
時
と
し
て
は
違
法
と
ま
で
い
え
な
か
っ
た
採
用
区
分
に
、[

女
子
差

別
撤
廃]

条
約
や
均
等
法
を
当
て
嵌
め
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
遡
及
適
用
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。｣

と
判
示
し
た

(

�)

。

同
じ
裁
判
官
に
よ
る
住
友
化
学
工
業
事
件

(

�)

で
も
、
や
は
り
同
様
の
趣
旨
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【
検
討
】
判
旨
に
疑
問

一

本
判
決
の
特
徴

本
事
件
の
原
審

(
地
裁)

判
決
は
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
全
面
的
に
棄
却

し
た
た
め
、｢

コ
ー
ス
制
の
存
立
要
件
に
そ
く
し
た
厳
密
な
検
討
が
必
要

(

１)｣

、

｢

均
等
法
が
禁
止
し
て
い
な
い
行
為
で
あ
れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
は
な
い

(

２)｣

、｢
時
代
制
約
論
を
用
い
た
理
論
構
成
は
も

は
や
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

(

３)｣
と
い
っ
た
、
様
々
な
批
判
に
さ
ら

れ
た

(

４)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
判
決
で
あ
る
本
件
は
、
Ｘ
ら
六
名
の
う
ち

四
名
に
つ
い
て
、
特
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
賃
金
差
別
を
認
定
し
、
一
部
勝
訴
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
非

常
に
詳
細
な
職
務
分
析
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
本
件
の
特
徴
と
な

る
。
ま
た
、
差
別
が
認
定
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
も
、
旧
・
男
女
雇
用

機
会
均
等
法

(

以
下

｢

旧
均
等
法｣

と
い
う

(

５))

時
代
の
差
別
を
認
定
し

て
お
り
、
男
女
コ
ー
ス
別
人
事
を
争
っ
た
従
来
の
裁
判
例
と
は
異
な
る
。

そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
と
の
差
異
を
生
ん
だ
要

因
の
分
析
に
主
眼
を
お
き
、｢

立
証
ル
ー
ル
の
構
造｣

、｢

違
法
性
の
時
期

区
分｣

、｢

救
済
の
範
囲｣

の
順
に
検
討
を
行
い
、
最
後
に
残
さ
れ
た
課

題
を
指
摘
し
た
い

(

６)

。

二

立
証
ル
ー
ル
の
構
造

(

１)

職
務
分
析
と
い
う
手
法
の
導
入

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
男
女
コ
ー
ス
制
の
も
と
で
、
賃
金
格
差
を
争
っ

た
事
案
で
あ
り
、
差
別
立
証
の
た
め
に
は
、
①
格
差
が
存
在
す
る
否
か

を
確
認
の
上
で
、
②
格
差
が
生
じ
た
理
由
を
検
討
し
、
③
当
該
格
差
の

合
理
性
の
有
無
を
判
断
す
る
、
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
の

裁
判
例
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ー

ス
制
に
お
け
る
賃
金
格
差
を
争
っ
た
裁
判
例
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、

③
の

｢

合
理
性｣

を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
詳
細
な
職
務
分
析
を
行
っ

た
点
で
あ
る

(

概
要
は
表
一
を
参
照

(

７))

。

こ
の
職
務
分
析
を
用
い
た
手
法
に
よ
っ
て
、
Ｘ１

・
Ｘ３

・
Ｘ４

・
Ｘ５

の
四

名
に
つ
い
て
は
、
男
性
一
般
職
と
の
間
に

｢

職
務
内
容
や
困
難
度
を
截

然
と
区
別
で
き
な
い｣

同
質
性
が
あ
る
と
し
て
合
理
性
を
否
定
、
す
な

わ
ち
性
差
別
が
認
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
論
の
み
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

職
務
分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
有
利

に
働
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

(

８)

。
し
か
し
な
が
ら
、
雇
用
差
別
に
お
け
る

立
証
ル
ー
ル
の
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
本
件
の
よ
う
な
職
務

分
析
の
捉
え
方
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か

す
な
わ
ち
、
鑑
定
意

判例研究
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係
に
判
断
す
べ
き
と
の
説
が
有
力
で
あ
る

(

�)

。
例
え
ば
、｢

公
序
良
俗
違
反

の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
均
等
法
の
前
後
で
も
、
基
本
的
に
は

変
わ
り
な
い
は
ず
で
あ
る

(

�)｣

、
あ
る
い
は
、
民
法
学
・
憲
法
学
な
ど
の
公

序
論
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
を
ふ
ま
え
、
少
な
く
と
も

｢

男
女
別

コ
ー
ス
制
が
公
序
良
俗
違
反
に
な
る
と
い
う
法
理
を
、
変
更
す
る
も
の

で
は
な
い

(

�)｣

と
結
論
付
け
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、｢

社
会
に
お
け
る
女

性
労
働
者
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
て
き
た
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
そ

れ
が
公
序
良
俗
違
反
に
転
化
す
る

(

�)｣

と
し
て
、
段
階
的
に
時
期
を
判
断

す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
と
は
若
干
異
な
る
視
点
か
ら
、
遅
く
と
も
旧
均
等
法
の
施
行

に
よ
り
、
男
女
間
の
均
等
待
遇
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
不
法
行

為
が
成
立
す
る
と
解
す
る
説
も
あ
る

(

�)

。
そ
の
理
由
は
、
努
力
義
務
規
定

は
、
公
序
良
俗
等
の
一
般
法
理
を
積
極
的
に
排
除
す
る
と
い
う
趣
旨
で

は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
努
力
義
務
と
さ
れ
る
分
野
で
公
序
良
俗
に
反
す

る
不
当
な
取
扱
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
律
行
為
は
民
法
九
〇
条
に
よ

り
無
効
と
な
り
、
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
結

論
づ
け
る
。

(

３)

本
件
に
お
け
る

｢

時
代
制
約
論｣

本
件
が
示
し
た
三
つ
の
時
期
区
分
は
、
均
等
法
の
成
立
経
緯
な
ど
に

言
及
し
つ
つ
も
、
主
に
会
社
の
新
・
旧
転
換
制
度
が
導
入
さ
れ
た
時
期

に
よ
っ
て
違
法
性
の
判
断
時
期
を
区
分
し
た
と
こ
ろ
が
、
上
記
の
い
ず

れ
の
裁
判
例
や
学
説
と
も
異
な
る

(

再
び
表
二
を
参
照)

。
他
の
裁
判
例

に
比
べ
て
、
よ
り
広
い
時
期
に
つ
い
て
コ
ー
ス
制
が
違
法
と
な
る
こ
と

を
示
し
た
こ
と
自
体
は
、
確
か
に

｢

従
来
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
判
決

(

�)｣

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
公
序
良
俗
の
判
断
基
準
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
一
般
的
意
識
の
単
な
る
平
均
で
は
な
く
、｢

憲
法
を
頂
点

と
す
る
法
秩
序
の
基
本
思
想
に
照
ら
し
て
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
意

識

(

�)｣

が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
は
や
形
式
的
な

｢

時
代
制
約
論｣

を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い

(

�)

。

な
お
、
本
件
で
被
告

(

Ｙ)

側
は
、
平
成
一
五
年
の
最
高
裁
判
決

(

	)

を

引
用
し
、｢

旧
均
等
法
の
制
定
・
施
行
に
よ
っ
て
、
違
法
性
を
帯
び
る
こ

と
の
な
い
採
用
の
区
別
に
よ
っ
て
生
じ
た
控
訴
人
ら
と
一
般
職
社
員
と

の
間
の
賃
金
格
差
が
、
遡
及
的
に
違
法
性
を
帯
び
る
こ
と
な
ど
あ
り
得

な
い｣

と
主
張
し
て
い
る

(


)

。
し
か
し
、
こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
資
金
運

用
に
つ
い
て
の
損
失
補
填
・
利
益
保
証
を
争
っ
た
事
案
で
あ
り
、
か
つ

｢

基
準
時
問
題
を

[

同
判
決
の
よ
う
に]

解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、『

公

序
良
俗
違
反
の
行
為
の
実
現
を
許
す』

…
こ
と
に
は
な
ら
な
い

(

�)｣

の
で

あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
は
適
用
で
き
な
い
こ

と
を
付
言
し
て
お
く
。
本
判
決
で
も
、
Ｙ
が
主
張
・
引
用
す
る
、
こ
の
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で
｢

過
去
に
行
っ
て
き
た
、
当
時
と
し
て
は
違
法
と
は
い
え
な
か
っ
た

採
用
方
法
や
そ
れ
に
基
づ
く
処
遇
ま
で
も
現
在
の
違
法
性
の
判
断
基
準

に
照
ら
し
、
過
去
に
遡
っ
て
評
価
し
直
し
違
法
評
価
を
行
う
も
の
と
い

う
ほ
か
な
く
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
。｣

と
述
べ
た
。

た
だ
し
、
基
本
的
な
論
理
構
造
と
し
て
は

｢

時
代
制
約
論｣

を
と
っ

た
、
東
京
地
裁
の
野
村
證
券

(

男
女
差
別)

事
件

(

�)

で
は
、｢

入
社
当
時

に
お
い
て
、
不
合
理
な
差
別
と
し
て
公
序
に
反
す
る
と
ま
で
い
う
こ
と

は
で
き
な
い｣

あ
る
い
は

｢
旧
均
等
法
が
制
定
、
施
行
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
会
社
の
男
女
の
コ
ー
ス
別
の
処
遇
が
公
序
に
反
し
て
違
法
で

あ
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い｣
が
、
改
正

｢

均
等
法
の
施
行
以

後
に
お
い
て
は
、
均
等
法
が
配
置
に
お
け
る
男
女
差
別
を
禁
止
し
た
こ

と
に
よ
り
、
違
法
と
な
り
、
無
効
と
な
っ
た｣

と
し
て
、
一
部
の
時
期

に
つ
い
て
は
差
別
を
認
定
し
た
。
ま
た
、
名
古
屋
地
裁
の
岡
谷
鋼
機
事

件

(

)

で
も
、
均
等
法
制
定
前
に
つ
い
て

｢

公
序
に
反
す
る
も
の
と
ま
で
は

い
え
な
い｣

、｢

旧
均
等
法
が
制
定
、
施
行
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
…
公

序
に
反
し
て
違
法
で
あ
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
し
つ
つ
、

改
正

｢

均
等
法
が
制
定
さ
れ
、
平
成
一
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
が
定
め
た
男
女
の
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
は
使

用
者
の
法
的
義
務
で
あ
る
か
ら
、
…
男
女
の
コ
ー
ス
別
の
処
遇
を
維
持

し
、
…
て
い
る
こ
と
は
、
配
置
及
び
昇
進
に
つ
い
て
、
女
性
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
男
性
と
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
均

等
法
六
条
に
違
反
す
る
と
と
も
に
、
公
序
に
反
し
て
違
法
で
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る｣

と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
近
年
の
裁
判
例
は
、
広
い
意
味
で
の

｢

時
代
制
約
論｣

を
採
用
し
つ
つ
、
改
正
均
等
法
以
降
に
つ
い
て
、
コ
ー
ス
制
に
よ
る
賃

金
差
別
が
違
法
と
な
る
と
い
う
点
で
は
、
概
ね
一
致
し
つ
つ
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
例
外
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
改
正
均
等
法
以
前
か
ら

の
賃
金
差
別
を
認
め
た
住
友
金
属
工
業

(

男
女
差
別)

事
件

(

�)

が
あ
る
が
、

こ
の
背
景
に
は
、
明
白
に
性
差
別
的
な

｢

人
事
資
料｣

の
運
用
が
認
定

さ
れ
た
と
い
う
、
特
殊
な
事
情
が
あ
る

(

�)

。
同
事
件
で
は
、
コ
ー
ス
別
取

扱
い
は

｢

未
だ
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い｣

と
し
つ
つ
、

男
女
間
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て

｢

民
法
九
〇
条
の
公
序
に
違
反
す
る
違

法
な
も
の｣

と
認
定
し
、
査
定
の
評
価
分
を
差
額
と
し
て
認
定
し
た
。

も
う
一
つ
の
例
外
は
、
本
件
の
地
裁
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
形
成
さ

れ
て
き
た
裁
判
例
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で

そ
れ
ゆ
え
、
先
述

の
よ
う
に
多
く
の
批
判
も

あ
っ
た
。

(
２)
学
説
に
よ
る
批
判

裁
判
例
に
対
す
る
学
説
の
見
解
と
し
て
は
、
冒
頭

(

一

本
判
決
の

特
徴)

で
引
用
し
た
各
文
献
の
ほ
か
、
均
等
法
の
制
定
時
期
と
は
無
関
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均
等
法
が
禁
止
す
る
間
接
性
差
別
類
型
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
お
り

(

�)

、

本
件
の
よ
う
な
コ
ー
ス
制
を
用
い
た
差
別
へ
の
対
応
は
で
き
な
い
。
解

釈
論
の
み
に
よ
っ
て
間
接
差
別
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
試

み
も
あ
る
が

(

�)

、
む
し
ろ
早
急
に
一
般
的
な
間
接
性
差
別
の
禁
止
を
均
等

法
に
明
文
化
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
差
別
が
推
認
さ
れ
る
よ
う
な

格
差
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
使
用
者
側
に

｢

差
別
で
は
な
い｣

こ

と
を
立
証
す
る
証
拠
の
提
出
を
求
め
、
そ
の
立
証
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
に
は
差
別
を
認
定
す
る
と
い
っ
た
、
間
接
差
別
独
自
の
立
証
ル
ー
ル

も
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
七
一
年
に
間
接
差
別
と
い
う
考
え
方

の
基
盤
を
作
り
出
し
た
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
例
は
、
差
別
的
な
職
種

分
担
を
維
持
し
て
い
た
使
用
者
が
、
雇
用
差
別
禁
止
法

(

公
民
権
法
第

七
編)

の
制
定
を
受
け
て
職
種
転
換
制
度
を
準
備
し
た
と
い
う
事
案
で

あ
り
、
本
件
の
事
実
関
係
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
合
衆
国
最

高
裁
は
、
過
去
の
差
別
的
な
雇
用
慣
行
の
体
制
を
�
温
存
�
す
る
よ
う

な
制
度
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
差
別
の
意
図
が
な
く
と
も
、
こ
れ
を
維
持

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
雇
用
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
た
不
当
な
区
分
に

よ
る
障
壁
を
除
去
す
る
こ
と
が
法
目
的
で
あ
る
と
判
示
し
、
雇
用
差
別

を
認
定
し
た

(

�)

。
こ
う
し
た
背
景
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
概
念

(

差
別
的
イ

ン
パ
ク
ト
法
理)

が
、｢

間
接
差
別

(Indirect
D
iscrim

ination)｣

と
し
て
国
際
的
に
広
が
っ
た
こ
と
を
、
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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(表 1：各時期における職務内容の同等性)

＊職務内容への網掛けは職務の同等性が認められたもの､ あるいは同等性が推定される要因を意味する｡
左端縦軸のXらについては､ 一部の時期でも職務内容の同等性が認められた場合､ 網掛けで示している｡

～昭和 59 年 12 月 (職掌別
人事 [転換] 制度導入前)

昭和 60 年 1 月～平成 9 年 3
月 (旧転換制度)

平成 9 年 4 月～ (新転換制
度以降)

X１ 運輸部 (履行業務) 物流管理課 (専門的業務) 退職 (課長が担当)

X２ 紙パルプ部 (主に履行業務) 物資本部 (秘書・定時業務) 東京紙パルプ部長席付き

X３ 油脂課など (一般職業務) 農産課 (成約交渉､ 英語) 農産課 (クレーム処理)

X４ 鉄板課､ 部長席付き 統括室 (鉄鋼連絡メモ) 鉄鋼貿易部 (履行業務)

X５ 鉄鋼輸出 (履行業務) 鋼管・建材課 (高額特注品の履行業務)

X６ 畜産部 (履行業務) 畜産部 (履行業務) 退職 (派遣社員が担当)

判
例
理
論
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

四

救
済
の
範
囲

(

差
額
賃
金
、
慰
謝
料)

雇
用
差
別
訴
訟
に
お
い
て
、
性
を
理
由
と
す
る
差
別
の
立
証
自
体
に

成
功
し
た
と
し
て
も
、
損
害
額
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
、
�
地
位
確
認
に
よ
り
差
額

を
認
容
す
る
ケ
ー
ス

(

�)

、
�
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
に
よ
っ
て
損
害
額
を

認
定
す
る
ケ
ー
ス

(

	)

、


損
害
の
具
体
的
金
額
を
認
め
ず
慰
謝
料
で
斟
酌

す
る
ケ
ー
ス

(

�)

、
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
、
上
記
�
の
類

型
に
該
当
す
る
も
の
で
、
賃
金
と
の
差
額
を
的
確
に
認
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、｢

民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
の
精
神
に
鑑
み｣

て
損
害
額
を
認
定
し
た
。

だ
が
、
同
条
に
い
う

｢

相
当
な
損
害
額｣

と
し
て
、
本
件
の
月
額
一

〇
万
円
と
い
う
金
額
が
妥
当
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え

｢

一

般
職
標
準
本
俸
表
の
適
用
を
受
け
る
雇
用
関
係
上
の｣

地
位
確
認
に
つ

い
て
は
却
下
し
て
も
、｢

一
般
職
標
準
本
俸
表｣

ま
た
は

｢

各
認
定
期
間

に
お
け
る
三
〇
歳
の
社
員
の
平
均
値｣

を
、
算
定
の
合
理
的
な

｢

基
準｣

と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
同
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
可
能
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

ま
た
、
慰
謝
料
に
つ
い
て
は
、
相
当
な
損
害
額
が
支
払
わ
れ
る
と
の

判
断
に
よ
り
、
野
村
證
券

(

男
女
差
別)

事
件

(

＝


の
類
型)

の
よ

う
な

｢[

増
額]

考
慮｣

(

そ
れ
で
も
三
五
〇
〜
四
九
〇
万
円)

が
な
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
一
二
〇
〜
一
八
〇
万
円
に
止
ま
っ
た
。
雇
用
差
別
と

い
う
人
権
侵
害
を
長
年
受
け
続
け
た
労
働
者
に
対
し
て
、
各
裁
判
所
が

認
め
る
慰
謝
料
の

｢

相
場｣

は
低
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

残
さ
れ
た
課
題

労
働
者
側
に
課
さ
れ
た
立
証
責
任
の
過
重
な
負
担
と
い
う
課
題
は
、

他
の
裁
判
例
と
同
様
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
本
件
で
は
、
職
務

分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
た
た
め
、
女
性
で
あ
る
Ｘ
ら
の

｢

職
務
内
容｣

が
男
性

(

一
般
職)

と
同
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
膨
大
な
資
料
に
よ
っ

て

そ
れ
も
、
原
告
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
人
事
評
価
や
職
務
内
容
に
関
連
す

る
資
料
を
使
用
者
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く

(

労
働
組
合

か
ら
の
入
手
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
で
は
協
力
し
て
く
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る

(

�))

、
立
証
の
た
め
の
資
料
を
収
集
す
る
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
も

高
い
。
こ
う
し
た
立
証
ル
ー
ル
が
判
例
法
理
と
し
て
定
着
す
る
と
、
労

働
者
は
雇
用
差
別
訴
訟
の
提
起
を
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、
か
か
る
課
題
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、
間
接
差
別
に
よ
る

立
証
を
行
う
と
い
う
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
六
年

判例研究
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旬
報
一
六
八
三
号
一
一
頁

(

二
〇
〇
八)

、
笹
沼
朋
子

｢

賃
金
差
別
と
は
何

か

男
女
別

『

コ
ー
ス
制』

と
労
基
法
四
条｣

労
働
法
律
旬
報
一
六
八

三
号
二
三
頁

(

二
〇
〇
八)

、
黒
岩
容
子

｢

コ
ー
ス
別
雇
用
管
理
制
度
と
間

接
性
差
別
禁
止｣

労
働
法
律
旬
報
一
六
八
三
号
三
一
頁

(

二
〇
〇
八)

。

(

７)

こ
れ
に
は
、
次
の
鑑
定
意
見
書
が
影
響
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。
兼

松
男
女
賃
金
差
別
事
件
職
務
評
価
委
員
会

[

代
表：

森
ま
す
美]

｢

同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金
原
則
に
基
づ
く
控
訴
人

(

事
務
職)

と
比
較
対
象
者

(

一
般
職)

の
担
当
職
務
の
評
価
に
関
す
る
鑑
定
意
見
書｣

雑
誌
未
掲
載

(

二
〇
〇
五)

。
同
意
見
書
は
、
カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
ペ
イ
・
エ
ク
イ

テ
ィ
法
が
規
定
す
る
実
施
手
順
を
参
照
し
、
そ
の
基
準
を
本
件
に
適
用
す

る
も
の
で
あ
る(

該
当
部
分
だ
け
で
一
〜
八
五
頁
に
及
ぶ
意
見
書
で
あ
る)

。

こ
う
し
た
手
法
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
森
ま
す
美

『

日
本
の
性
差
別
賃

金

同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
原
則
の
可
能
性』

一
七
一
頁

(

有
斐
閣
、

二
〇
〇
五)

。

(

８)

現
に
、
職
務
分
析
に
つ
い
て
の
鑑
定
意
見
書
は
、
Ｘ
ら

(

労
働
者)

側

か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

９)

職
務
分
析
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
の
課
題
は
、
五
で
も
再
び
言
及
し

た
い
。

(

�)

笹
沼
・
前
掲
注

(

６)

論
文
二
三
頁
。

(

�)

中
窪
裕
也

｢

男
女
コ
ー
ス
別
処
遇
に
よ
る
賃
金
格
差
の
違
法
性｣

ジ
ュ

リ
ス
ト
一
二
五
八
号
一
九
五
頁

(

二
〇
〇
三)

。

(

�)

大
阪
地
判
平
一
二
・
七
・
三
一
労
判
七
九
二
号
四
八
頁
。

(

�)

さ
ら
に
遡
る
と
、
日
本
鉄
鋼
連
盟
事
件

(

東
京
地
判
昭
六
一
・
一
二
・

四
労
判
四
八
六
号
二
八
頁)

の

｢

性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
が
私
人
間
に

お
い
て
違
法
と
さ
れ
、
法
律
上
無
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
差
別
が

民
法
九
〇
条
に
い
う

『

公
の
秩
序』

に
違
法
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
少
な
く
と
も
原
告
ら
が
被
告
に
採
用
さ
れ
た
昭
和
四
四
年
な
い

し
四
九
年
当
時
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
職
員
の
募
集
、
採
用
に
つ
い
て

女
子
に
男
子
と
均
等
の
機
会
を
与
え
な
か
つ
た
こ
と
を
も
つ
て
、
公
の
秩

序
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る｣

と
い
う
判
示
の
影
響
が
あ
る
。

(

�)

大
阪
地
判
平
一
三
・
三
・
二
八
労
判
八
〇
七
号
一
〇
頁
。

(

�)

東
京
地
判
平
一
四
・
二
・
二
〇
労
判
八
二
二
号
一
三
頁
。

(

�)

名
古
屋
地
判
平
一
六
・
一
二
・
二
二
労
判
八
八
八
号
二
八
頁
。

(

�)

住
友
金
属
工
業

(

男
女
差
別)

事
件

(

大
阪
地
判
平
一
七
・
三
・
二
八

労
判
八
九
八
号
四
〇
頁)

。

(

	)

よ
り
詳
し
く
は
、
石
田
・
前
掲
注

(

６)

論
文
七
頁
参
照
。

(


)

中
窪
・
前
掲
評
釈
も

｢

均
等
法
の
規
定
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
序

良
俗
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う｣

(

一
九
八
頁)

と
述
べ

る
。

(

�)

山
田
省
三

｢

コ
ー
ス
制
雇
用
管
理
の
適
法
性

野
村
證
券

(

男
女
差

別)

事
件｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
六
号
二
〇
四
頁

(

二
〇
〇
三)

。

(

�)

和
田
肇『

人
権
保
障
と
労
働
法』

六
六
頁(

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八)

。

(

)

西
谷
敏

｢

男
女

『

コ
ー
ス
制』

の
違
法
性
と
そ
の
救
済
法
理

野
村

證
券
事
件
に
関
す
る
意
見
書

｣

労
働
法
律
旬
報
一
五
九
五
号
二
二
頁

(

二
〇
〇
五)

。
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注

(

１)

石
田
眞

｢

男
女
別

『

コ
ー
ス
制』

と
賃
金
差
別
の
違
法
性

兼
松
事

件
東
京
地
裁
判
決
に
関
す
る
意
見｣

労
働
法
律
旬
報
一
六
二
八
号
三
三
頁

(

二
〇
〇
六)

。

(

２)

笹
沼
朋
子

｢

男
女
コ
ー
ス
別
人
事
に
か
か
わ
る
判
例
の
批
判
的
検
討｣

労
働
法
律
旬
報
一
五
八
五
号
三
九
頁

(

二
〇
〇
四)

。

(

３)

家
田
愛
子

｢

男
女
コ
ー
ス
別
採
用
・
処
遇
の
判
例
法
理｣

法
律
時
報
七

七
巻
六
号
一
二
七
頁

(

二
〇
〇
五)

。

(

４)

そ
の
ほ
か
に
も
、
小
畑
史
子

｢

男
女
の
コ
ー
ス
別
処
遇
の
違
法
性
及
び

労
働
協
約
の
規
範
的
効
力｣

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
八
四
号
三
〇
〇
頁

(

二

〇
〇
五)

、
中
野
麻
美

｢

兼
松
男
女
賃
金
差
別
事
件
・
東
京
地
裁
判
決｣

労

働
法
律
旬
報
一
五
六
九
号
六
頁

(

二
〇
〇
四)

、
井
上
幸
夫

｢

コ
ー
ス
別
雇

用
管
理
制
度
と
兼
松
事
件
東
京
地
裁
判
決
に
つ
い
て｣

季
刊
労
働
法
二
〇

四
号
一
一
五
頁

(

二
〇
〇
四)

。

(

５)

本
稿
で
は
、
一
九
八
五
年

(

昭
和
六
〇
年)

に
制
定
さ
れ
た
均
等
法
を

｢

旧
均
等
法｣

、
一
九
九
七
年

(

平
成
九
年)

に
改
正
さ
れ
た
同
法
を

｢

改

正
均
等
法｣

、
二
〇
〇
六
年

(

平
成
一
八
年)

に
改
正
さ
れ
た
同
法
を

｢

二

〇
〇
六
年
均
等
法｣

と
呼
ん
で
区
別
す
る
。
た
だ
し
、｢

｣

で
の
原
典
引

用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
６)

本
件
の
評
釈
及
び
関
連
論
文
が
、
労
働
法
律
旬
報
一
六
八
三
号
に
て
特

集
さ
れ
て
お
り
、
以
下
を
参
照
。
石
田
眞

｢

兼
松

(

男
女
賃
金
差
別)

事

件
東
京
高
裁
判
決
の
意
義
と
問
題
点｣

労
働
法
律
旬
報
一
六
八
三
号
六
頁

(

二
〇
〇
八)

、
藤
本
茂

｢

男
女
別

『

コ
ー
ス
制』

の
違
法
性｣

労
働
法
律

判例研究
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(表 2：主要裁判例比較) ＊網掛けは差別が認定された時期を､ イタリックは傍論を示す｡

均等法が存在しない時期 旧均等法施行以降
(昭和 62.4～)

改正均等法施行以降
(平成 11.4～)

住友電気工業事件37 当時としては公序良俗違
反ではない

職種転換審査を実施する
義務 [是正義務] は生じ
ない

現在では､ 受け入れられ
る余地はない [=今なら公
序良俗違反が成立？]

住友化学工業事件38 公序良俗に違反するとま
でいうことはできない

差別的な運用であったことは認められない

野村證券 (男女差別)
事件39

均等法もなく､ 公序に反
するとまではいえない

コース別処遇も､ 違法で
あるとまではいえない

コース別処遇の維持は違
法となる

兼松事件 [地裁判決] 公序に反するとまではい
えない

公序に反するとまではい
えない

新転換制度は合理的

岡谷鋼機事件40 公序に反するということ
はできない

公序に反して違法である
とまでいうことはできな
い

改正均等法 6 条に違反す
るとともに､ 公序に反し
て違法

住友金属工業事件41 (入社当時からの賃金差別につき) 性別のみによる不合理な差別的取扱いとして民
法 90 条の公序に反する違法なもの→不法行為責任を負う

本件:兼松事件 [高裁
判決]

公序良俗違反や不法
行為は成立しない

労基法 4 条・不法行為の違
法性の基準とすべき私法秩
序に反する

新転換制度の合理性は大いに
疑問→不法行為が成立する



も
の
、
③
労
働
者
の
昇
進
に
関
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
労
働
者
が
勤
務
す

る
事
業
場
と
異
な
る
事
業
場
に
配
置
転
換
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
を
要

件
と
す
る
も
の

(

均
等
法
施
行
規
則
二
条)

。

(

�)

例
え
ば
、
黒
岩
・
前
掲
論
文
三
四
頁
。

(

�)
G
riggs

v.
D
uke
P
ow
er
C
o.,
401
U
.S.
424
(1971).

(

�)

平
成
一
六
年
一
月
に
大
阪
高
裁
で
、
同
社
が
二
人
を
昇
格
さ
せ
、
各
五

〇
〇
万
円
の
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
な
ど
を
条
件
に
和
解
し
た
。

(

�)

平
成
一
六
年
六
月
に
大
阪
高
裁
で
、
同
社
が
三
人
に
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇

万
円
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
に
和
解
し
た
。

(

�)

平
成
一
六
年
一
〇
月
に
東
京
高
裁
で
、
同
社
が
解
決
金
を
支
払
い
、
一

部
の
女
性
社
員
に
試
験
を
受
け
さ
せ
た
上
で
一
般
職
か
ら
総
合
職
に
転
換

さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
和
解
が
成
立
し
た
。

(

�)

平
成
一
八
年
三
月
に
名
古
屋
高
裁
で
、
地
裁
判
決
の
支
払

(

五
五
〇
万

円)

を
上
回
る
金
額
で
和
解
し
た
。

(

�)

平
成
一
八
年
四
月
に
大
阪
高
裁
で
、
約
七
六
〇
〇
万
円
を
会
社
側
が
支

払
う
こ
と
で
和
解
し
た
。

コース別人事制度における性差別の立証と救済
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(

�)

林
弘
子

｢

住
友
電
工
地
裁
判
決
鑑
定
意
見
書
と
残
さ
れ
た
課
題｣

労
働

法
律
旬
報
一
五
二
九
号
四
六
頁

(

二
〇
〇
二)

。

(
	)
藤
本
・
前
掲
論
文
二
二
頁
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
判
決
の
意
義
を
指
摘

し
つ
つ
も
、
同
論
文
一
四
頁
で
は
本
判
決
の

｢

公
序
無
効｣

基
準
を
批
判

し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
参
照
し
た
。

(


)

西
谷
敏

｢
コ
ー
ス
別
雇
用
管
理
と
女
性
差
別
の
違
法
性

住
友
電
工

事
件
大
阪
地
裁
判
決
に
関
す
る
見
解｣

労
働
法
律
旬
報
一
五
〇
九
号
六
六

頁

(

二
〇
〇
一)

。

(

�)

和
田
・
前
掲
書
四
四
頁
、
家
田
・
前
掲
評
釈
一
二
七
頁
、
西
谷
敏

『

労

働
法』

一
〇
九
頁

(

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八)

も
参
照
。

(

�)

約
定
金
・
寄
託
金
返
還
請
求
事
件

(
最
二
小
判
平
一
五
・
四
・
一
八
民

集
五
七
巻
四
号
三
六
六
頁)

を
引
用
す
る
。

(

)

労
働
判
例
九
五
九
号
に
は
未
掲
載
で
、
当
該
部
分
は

｢(

略)｣

と
な
っ

て
い
る

(

九
三
頁)

。
本
稿
執
筆
時
に
は
、
判
決
原
本

[
複
写]

の
六
四
頁

を
参
照
し
た
。
現
在
で
は
、L

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
て
全
文
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

潮
見
佳
男

｢

公
序
の
変
化
と
法
律
行
為
の
効
力｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六

九
号
六
五
頁

(

二
〇
〇
四)

。

(

�)

昇
格
差
別
の
事
案
で

｢

昇
格
後
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め

る
訴
え
の
利
益｣

を
明
確
に
認
め
た
裁
判
例
と
し
て
、
芝
信
用
金
庫
事
件

(

東
京
高
判
平
一
二･

一
二･

二
二
労
判
七
九
六
号
五
頁)

が
あ
る
。

(

�)

賃
金
差
別
の
事
件
で
は
な
い
が
、
競
業
他
社
の
設
立
及
び
従
業
員
の
引

抜
に
よ
る
無
形
損
害
を
争
っ
た
、
日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
事
件

(

大
阪
高
判
平
一
〇
・
五
・
二
九
労
判
七
四
五
号
四
二
頁)

で
は
、｢

社
会

的
、
経
済
的
信
用
の
失
墜
に
よ
り
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
損
害
を
受
け
た｣

と
の
会
社
側
の
主
張
に
対
し
て
、｢

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
社
会
的
、
経

済
的
信
用
が
減
少
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
…
が
、
損
害
の
性
質
上
そ
の

額
を
立
証
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
…
金
四
〇
〇
万
円
を
も
っ
て
相
当

な
損
害
賠
償
額
で
あ
る
と
認
定
す
る

(

民
訴
法
二
四
八
条)

。｣

と
の
算
定

を
行
っ
た
。

(

�)

例
え
ば
、
野
村
證
券

(

男
女
差
別)

事
件
・
前
掲
で
は
、｢

そ
れ
ま
で
の

違
法
と
は
い
え
な
い
男
女
の
コ
ー
ス
別
の
処
遇
に
よ
り
、
男
性
社
員
と
女

性
社
員
と
で
は
、
知
識
、
経
験
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
…
か
ら
、

そ
の
格
差
分
が
そ
の
ま
ま
原
告
ら
の
損
害
額
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
原
告
ら
の
具
体
的
損
害
額
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
点
は
、
原
告
ら
の
慰
謝
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
考
慮
す
る
こ
と

と
す
る
…
。
な
お
、
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
が
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
否

定
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。｣

と
判
示
し
た
。

(

�)

笹
沼
・
前
掲
注

(

２)

評
釈
三
九
頁
に
よ
れ
ば
、
原
告
ら
の
所
属
す
る

組
合
は
、｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護｣

を
理
由
と
し
て
、
人
事
関
連
資
料
の

提
示
を
拒
否
し
た
と
の
こ
と
。

(

�)

二
〇
〇
六
年
均
等
法
七
条
が
禁
じ
て
い
る
間
接
差
別
は
、
以
下
の
三
類

型
の
み
で
あ
る
。
①
労
働
者
の
募
集
又
は
採
用
に
関
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、

労
働
者
の
身
長
、
体
重
又
は
体
力
に
関
す
る
事
由
を
要
件
と
す
る
も
の
、

②
労
働
者
の
募
集
又
は
採
用
に
関
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
住
居

の
移
転
を
伴
う
配
置
転
換
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
件
と
す
る

判例研究
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